
■
国
保
に
加
入
す
る
場
合

　
退
職
な
ど
を
し
た
と
き
に
発

行
さ
れ
る
証
明
書
（
資
格
喪
失

連
絡
票
な
ど
）
で
日
付
を
確
認

し
、
国
保
加
入
の
手
続
き
を
し

ま
す
。
退
職
前
に
国
保
加
入
の

手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

■
国
保
を
や
め
る
場
合

　
就
職
な
ど
で
社
会
保
険
証
が

発
行
さ
れ
た
後
に
、
国
保
を
や

め
る
届
け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
国
保

税
と
保
険
料
が
二
重
に
課
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
そ
の
他

　
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
後
、

国
保
の
保
険
証
を
使
っ
て
医
療

を
受
け
て
し
ま
う
と
、
町
が
負

担
し
た
医
療
費
を
返
還
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
必

ず
受
け
た
医
療
機
関
に
保
険
証

が
変
わ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
く

だ
さ
い
。

国保
退
職
、
就
職
な
ど
で
保
険
が
変
わ
っ
た
場
合

14
日
以
内
に
届
け
出
が
必
要
で
す

■
手
続
き
方
法

　
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
の
窓
口

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
離
職
票
な
ど
の
退
職
し
た
日
付
が

分
か
る
書
類
、
印
鑑
、
年
金
手
帳
な

ど■
保
険
料
額

　
国
民
年
金
の
保
険
料
（
定
額
）

は
、
月
額
１
６
，
３
４
0
円
（
平
成

30
年
度
）
で
す
。

■
そ
の
他

　
退
職
と
同
時
に
会
社
員
（
ま
た
は

公
務
員
）
の
配
偶
者
に
扶
養
さ
れ
る

場
合
は
、
配
偶
者
の
勤
務
し
て
い
る

職
場
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

場
合
、
全
額
ま
た
は
一
部
の
保
険
料

が
免
除
に
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

■
手
続
き
方
法

　
「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付

猶
予
申
請
書
」
を
町
民
税
務
課
国
保

年
金
係
の
窓
口
へ
提
出
。

※ 

申
請
が
遅
れ
て
も
最
大
２
年
１
カ

月
前
ま
で
の
免
除
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
申
請
が
遅
れ

る
と
万
一
の
際
に
障
害
年
金
な
ど

が
受
け
取
れ
な
い
場
合
や
、
退
職

（
失
業
）
時
の
免
除
審
査
の
特
例

（
退
職
さ
れ
た
方
の
所
得
を
除
外

し
て
審
査
）
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
国
民
年
金
保
険
料
免
除
・
納
付
猶

予
申
請
書
（
町
民
税
務
課
国
保
年
金

係
窓
口
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
取
得
で

き
ま
す
）
、
年
金

手
帳
、
印
鑑
、
雇

用
保
険
受
給
資
格

者
証
の
写
し
な
ど

年金
会
社
を
退
職
さ
れ
た
方
へ

国
民
年
金
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
会
社
を
退
職
さ
れ
た
方
や
、
会
社
を
退
職
さ
れ
た
方

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
の
方
は
、国
民
年
金
へ
の
変
更
が
必
要
で
す
。

　
退
職
な
ど
で
国
保
に
加
入
す
る
と
き
や
、
就
職
な
ど
で
社
会
保
険
（
国

民
健
康
保
険
組
合
含
む
）
に
加
入
し
て
国
保
を
や
め
る
と
き
は
届
け
出
が

必
要
で
す
。

保
険
料
の
免
除
制
度
に
つ
い
て

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
２

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル 

☎
０
５
７
０-

05
‐
１
１
６
５

問

■必要書類など
どんなとき 届け出に必要なもの

例
・ 職場の健康保険など
をやめたとき

・ 扶養から外れたとき

① 印鑑（スタンプ印は不可）、職場の健康保険をやめた証
明書（資格喪失連絡票など）
② 世帯主および国保に加入する方の個人番号が分かるもの
③ 60歳以下の方は年金手帳など、基礎年金番号が分かるも
のもお持ちください。
※②、③が不明な場合は、①のみ持参ください。

例
・ 職場の保険に加入し
たとき

・ 扶養に入ったとき

①印鑑、新たに加入した全員の社会保険証など
②国保の保険証（他の健康保険に加入した方全員分）
③世帯主および国保をやめる方の個人番号が分かるもの
※③が不明の場合は、①および②を持参ください。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
３

問

9 2019. 3月号

国
民
年
金
の
届
け
出
に
つ
い
て
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使
用
期
限
が
切
れ
た
引
換
券
は
無

効
と
な
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
所
定

の
引
換
場
所
に
て
引
き
換
え
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
（
詳
細
に
つ
い
て

は
、
広
報
し
ば
や
ま
平
成
31
年
２
月

号
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

引換
芝
山
町
指
定
ご
み
袋

無
料
引
換
券
の
使
用
期
限
に
つ
い
て

　
広
報
し
ば
や
ま
（
平
成
30
年
9
月
号
、
11
月
号
、
平
成
31
年
2
月
号
）

に
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、
無
料
引
換
券
は
「
平
成
31
年
３
月
31
日
ま

で
の
使
用
期
限
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

見　本見　本

見本

■平成31年３月31日
　まで有効

8広報しばやま 

　
縦
覧
と
閲
覧
の
際
に
行
う
本
人
確
認
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や

運
転
免
許
証
な
ど
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
代
理
人
の
方
は
必
要
書
類
を
ご

確
認
の
上
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

資産
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
と
固
定
資
産
税
課
税
台
帳

縦
覧
・
閲
覧
は
４
月
１
日
か
ら

縦
　
覧

　
自
己
所
有
資
産
の
評
価
額
が
適
正

で
あ
る
か
確
認
を
し
て
い
た
だ
く
制

度
で
す
。
そ
の
趣
旨
か
ら
外
れ
る
場

合
は
、
お
断
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

■ 

期
間
　
４
月
１
日
㈪
〜
５
月
７
日

㈫
（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

■
場
所
　
役
場
町
民
税
務
課
課
税
係

■
手
数
料
　
無
料

■
縦
覧
で
き
る
方

① 

町
内
に
土
地
や
家
屋
を
所
有
す
る

納
税
義
務
者
お
よ
び
同
居
の
親
族

②
納
税
管
理
人

閲
　
覧

　｢

固
定
資
産
課
税
台
帳｣

に
よ
り
固

定
資
産
税
の
課
税
内
容
を
確
認
す
る

も
の
で
、
本
人
の
所
有
す
る
物
件
の

み
閲
覧
で
き
ま
す
。

■
期
間
　
通
年

※ 

平
成
31
年
度
分
は
４
月
１
日
㈪
か

ら
（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

■
場
所
　
役
場
町
民
税
務
課
課
税
係

■
手
数
料
　
縦
覧
期
間
中
は
無
料

（
そ
の
他
の
期
間
は
有
料
）

■
閲
覧
で
き
る
方

① 

町
内
に
土
地
や
家
屋
を
所
有
す
る

納
税
義
務
者
お
よ
び
同
居
の
親
族

②
納
税
管
理
人

③
借
地
人
お
よ
び
借
家
人

④ 

固
定
資
産
を
処
分
す
る
権
利
を
有

す
る
方

縦
覧
・
閲
覧
に
必
要
な
も
の

・
納
税
義
務
者
の
本
人
確
認
書
類

・ 

代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
と
、
代

理
人
の
本
人
確
認
書
類

・ 

法
人
の
場
合
は
、
代
表
者
印
を
押

印
し
た
申
請
書
ま
た
は
委
任
状

・ 

借
地
人
や
借
家
人
な
ど
そ
の
他
の

場
合
は
、
閲
覧
す
る
権
利
を
有
す

る
こ
と
が
わ
か
る
も
の
と
、
申
請

者
の
本
人
確
認
書
類

・
印
鑑

※ 

本
人
確
認
書
類
…
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
な
ど

町
民
税
務
課 

課
税
係 

☎
77
‐
３
９
１
5

問

ま
ち
づ
く
り
課 

環
境
下
水
道
係 

☎
77
‐
３
９
0
８

問
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